
のご案内マル福 神福
問国保年金課☎0299-90-1143

受給者証を提示せずに受診した方へ
　手術などで医療費が高額（2万円以上）になった場合は、マル福・神福の払い戻し手続きの前に、ご自身が
加入している健康保険組合に「高額療養費」や「付加給付金」を受けられるかどうかご確認ください。受け
られる場合には、ご自身が加入している健康保険組合から支給決定通知書を受け取ってから払い戻しの手続
きをお願いします。

「ひとり親家庭」「重度心身障害者等」受給者証の更新
　新しい受給者証を6月下旬に青色の封筒で郵送します。7月1日以降は、新しい受給者証をご利用ください。

　市から更新通知を郵送します。通知の内容に従って手続きをしてください。
●�受給者（扶養されている方は扶養義務者）の所得が不明な方（2022年中の所得の申告が済んでいない方）
　�マル福・神福の更新手続きの前に、課税課または税務署で所得の申告をし、その控えを持参してください
●�市内に住民登録がない方（2023年1月1日現在）
　マイナンバーによる所得照会の同意書または課税（非課税）証明書が必要です

次の方には窓口で受給者証を交付します

※1 ※2

申請の手続きはお済みですか？
　以下に該当する方は、問合先へご連絡ください。必要な手続きをご案内します。

●�配偶者が重度障害になって1年経過し、高校生相当までの子がいる方も、マル福・神福に該当する可能性
があります
●�すでに受給者証を持っており、重度障害になった方は、受給者証の切り替えが必要です

※�申請が遅くなると助成を受けられる期間が短くなる場合があります。早めに申請してください

重度障害者

●�特別児童扶養手当該当の方（停止中を含む）は、子が20歳になる年度末まで、親子ともにマル福・神福を
延長することができます
※�特別児童扶養手当とは、中程度以上の障害がある子や、長期安静が必要な子の保護者のための手当です
●�所得制限により児童扶養手当が支給されない方も、マル福・神福の対象となります

ひとり親

医療費助成制度

※�1�マル福とは…健康保険証を使って医療機関などを受診したときに、窓口で支払う医療費を県が一部
助成する制度（所得制限あり）
※�2�神福とは…マル福に該当しない医療費を一部助成する市独自の制度

低所得の子育て世帯に対する
生活支援特別給付金

問・問こども福祉課「子育て世帯特別給付金係」
　　　〒314-0121　神栖市溝口1746-1　
　　　☎0299-77-7021

申

申請期限 2024年2月29日必着

支給対象者

※二つの区分を重複して申請することは原則できません
※申請受付後、審査の結果（支給決定・却下）を郵送で通知します

区分 対象 申請 備考

低所得のひとり親世帯 2023年3月分の児童扶養手当受給者
不要
（5月30日に児童扶
養手当の登録口座
に振り込みました）

公的年金などを受給しているため、
2023年3月分の児童扶養手当の支給を
受けていない方

必要
同住所の扶養義務者
（申請者の直系血族
および兄弟姉妹）も
収入審査があります

上記以外で、食費などの物価高騰の影響
を受け、かつ収入が児童扶養手当受給者
と同じ水準となっている方（家計急変者）

その他低所得の子育て世帯 2022年度に国の事業で実施した「子育
て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世
帯以外分）」の支給対象者

不要
（5月30日に左記給
付金を支給した口
座に振り込みまし
た）

神栖市への転入前な
どで左記給付金が他
市町村から支給され
ている児童の分は、
今回もその市町村か
ら支給されます

上記以外で、高校生年齢相当までの子
（2024年2月29日までに生まれた子を
含む）を養育し、次のいずれかに該当す
る方
●�2023年度住民税均等割が非課税の方
●�2023年1月1日以降の収入が住民税
非課税相当となった方（家計急変者）

必要
夫婦のうち、所得の
高い方が非課税、も
しくは非課税相当で
ある方が対象です

お電話の際は
【A-2の給付金】と
お伝えください

お電話の際は
【B-2の給付金】と
お伝えください

支給額 児童1人あたり5万円

申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送または持参
※申請書は市ホームページまたは申請先で入手可能
受付時間＝午前9時〜午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

申請方法

　食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に、国の事業により
特別給付金を支給します。
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